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茨城県からのお知らせ

 事故がおきたら

「事故」とは漏えい、火災、爆発等のほか、地震、落雷等の天災による被害およ
び紛失、盗難等（容器を含む。）を含みます。

事故発生後直ちに産業保安室、各県民センター環境・保安課又は日立商工労働セ
ンターに電話で通報してください。

同時に「事故発生報告書（別紙様式）」をFAXで送信してください。

詳細は冷凍関係申請・検査の手引き75ページ、108ページをご確認ください。

冷媒漏れの事故が多発しています。（2022年1月～7月末現在 9件）

自主保安にご協力お願いします。



茨城県からのお知らせ

 冷凍設備を廃止するとき

次に該当する場合は「廃止届（様式第16）」を遅滞なく届けてください。

①冷凍設備を撤去する場合。（冷凍機の運転を取りやめた場合）

②冷凍設備の位置を変更することなく、他社へ譲渡する場合。

（譲渡を受けた会社は、新規に高圧ガスの製造許可申請が必要）

③高圧ガスの製造許可を受けている管理会社が、他の管理会社に変更となる場合。

（旧管理会社は廃止届、新管理会社は製造許可申請が必要）

詳細は冷凍関係申請・検査の手引き69ページ、105ページをご確認ください。



茨城県からのお知らせ

 冷凍関係申請・検査の手引き／茨城県 (pref.ibaraki.jp)

https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/shobo/sangyo/info/sangyohoan/reitotebiki/reitotebiki.html


ご清聴ありがとうございました


